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「暴風警報」「暴風雪警報」および「特別警報」発令時等における 
                   児童の登下校について（お知らせ） 

 
見出しのことにつきまして、学校は下記のとおり対処いたします。登下校時の状況によって

は対処の仕方が異なる場合もありますが、児童の安全を第一に考えてご判断をお願いします。 

悪天候が予測されるときは、学校からメール配信されることがありますのでご留意ください。 

 

岡崎市の警報の範囲は、次のいずれかを指します 
…愛知県全域、愛知県西部、西三河南部、岡崎市 

 
【暴風警報・暴風雪警報および特別警報】 
１ 児童が登校する以前に暴風警報・暴風雪警報および特別警報が発令されている場合 

  ○ 午前６時までに警報が解除された場合は、平常通りに始業する。 
○  午前６時から午前１１時までに警報が解除された場合は、午後１時から始業する。 
  ・１２時３０分に通学班の集合場所から出発する。 
  ・給食はなし。昼食を取ってから登校する。 

○ 午前１１時以降も警報が継続している場合は、臨時休業とする。 
 
     

 
 
２ 登校後に暴風警報・暴風雪警報が発令された場合 
○ 通学路の安全が確保されているときは、授業を中断して速やかに下校させる。 

・暴風警報・暴風雪警報の発令と同時に下校させるのではなく、通学路の安全を確認 

してから下校させる。 

・通学路の安全が確保されていないと判断された場合は、通学路の安全が確保される 
まで、校内の最も安全な場所に留める。状況によっては、お迎えを依頼する場合も 
ある。 

○ 警報が発令された場合は、「学区こどもの家」「児童育成センター」は閉所となり、 
利用できない。 

 
３ 大雨警報・洪水警報が発令されたとき 
○ 原則として登校する。ただし通学路の安全に不安があるときは登校しなくてよい。 
 

４ 突然の大雨、雷等、天候が急変したとき 
  ○  登校の安全に不安があるときは登校しなくてよい。 
  ○  下校時に安全の確保が困難な場合、児童を校内の安全な場所に留める。状況によって

は、お迎えを依頼する場合もある。 

 

※登校が危険な場合で、ご家庭の判断で登校しないときは、児童の安全確認のた
め学校にご連絡ください。 

暴風警報・暴風雪警報が解除されても、通学路に危険があるなど、登校が困難

な場合は、自宅待機とし、登校させないでください。 



 

【特別警報】 
１ 児童が登校する以前に特別警報が発令されている場合 

  ○児童は登校しない。 
  ○特別警報解除後も安全が確保されるまでは登校しない。 
 ２ 児童の登校後に特別警報が発令された場合 
  ○即刻、授業を中止し、学校での待機、安全な場所への避難、保護者への引き渡し等を迅

速に行う。 
    ○安全が確保できない場合は、下校させない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

（連絡先：岡崎市立竜美丘小学校 教頭 電話 ５２－１２７５） 

 

★ 児童の動きは、学校メールで配信、ホームページに掲載します。 

ホームページアドレス    https://cms.oklab.ed.jp/el/tatumi/ 


